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(57)【要約】
【課題】　流体に対する処理能力（処理効率）を高め、
さらに、全体のコストダウン及び小型コンパクト化を実
現するとともに、省エネルギ性及び汎用性を向上させる
。
【解決手段】　ガラス棒体２の一端面２ｐと他端面２ｑ
間における内部の長手方向に、被処理液Ｗを流通可能な
処理通路Ｒｍ…を有する光反応器を製造するに際し、ガ
ラス棒体２の内部に、内径Ｌａを選定し、かつ相互に所
定の間隔を有する複数の処理通路Ｒｍ…を形成するとと
もに、この処理通路Ｒｍ…の形成により、ガラス棒体２
の外周面２ｆに照射された光Ｃがガラス棒体２の内部を
透過して処理通路Ｒｍ…の周面に照射可能な導光路Ｒｃ
を設ける。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス棒体の一端面と他端面間における内部の長手方向に被処理液を流通可能な処理通
路を設けてなる光反応器であって、前記ガラス棒体の内部に、内径を選定し、かつ相互に
所定の間隔を有する複数の処理通路と、前記ガラス棒体の外周面に照射された光が前記ガ
ラス棒体の内部を透過して前記処理通路の周面に照射可能な導光路とを設けてなることを
特徴とする光反応器。
【請求項２】
　前記ガラス棒体には、少なくとも、石英ガラス，ソーダガラス，理化学ガラス，赤外線
透過ガラスのいずれか一つを含めることを特徴とする請求項１記載の光反応器。
【請求項３】
　前記処理通路の内径は、１～５００〔μｍ〕の範囲に選定してなることを特徴とする請
求項１又は２記載の光反応器。
【請求項４】
　前記処理通路の内面にはコーティングした光触媒層を設けることを特徴とする請求項１
，２又は３記載の光反応器。
【請求項５】
　前記処理通路の一端が被処理液の流入口となり、かつ前記処理通路の他端が被処理液の
流出口となる浄水装置に用いてなることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の光
反応器。
【請求項６】
　ガラス棒体の一端面と他端面間における内部の長手方向に、被処理液を流通可能な処理
通路を有する光反応器の製造方法であって、前記ガラス棒体の内部に、内径を選定し、か
つ相互に所定の間隔を有する複数の処理通路を形成するとともに、この処理通路の形成に
より、前記ガラス棒体の外周面に照射された光が前記ガラス棒体の内部を透過して前記処
理通路の周面を透過可能な導光路を設けることを特徴とする光反応器の製造方法。
【請求項７】
　前記処理通路の内径は、１～５００〔μｍ〕の範囲になるように形成することを特徴と
する請求項６記載の光反応器の製造方法。
【請求項８】
　前記処理通路は、所定の内径を有するガラス製のジャケット管の内部に、当該ジャケッ
ト管の内径よりも小さい外径を有する複数のガラス製のキャピラリ管を装填し、この後、
加熱処理を行う溶融化工程及び延伸処理を行う細径化工程を経て形成することを特徴とす
る請求項６又は７記載の光反応器の製造方法。
【請求項９】
　前記キャピラリ管同士，及びジャケット管とキャピラリ管の間にそれぞれ生じる隙間は
、溶融した際に、一部を残し、又は無くすことを特徴とする請求項８記載の光反応器の製
造方法。
【請求項１０】
　前記処理通路は、超音波ドリルを使用し、前記ガラス棒体の一端面から当該ガラス棒体
の長手方向に穿設して形成することを特徴とする請求項６又は７記載の光反応器の製造方
法。
【請求項１１】
　前記処理通路を形成した後、当該処理通路の内面に光触媒層をコーティングすることを
請求項６～１０のいずれかに記載の光反応器の製造方法。
【請求項１２】
　前記光触媒層は、前記処理通路の内部に、少なくとも光触媒用溶液を充填するとともに
、この後、当該光触媒用溶液を当該処理通路から排出することにより設けることを特徴と
する請求項６～８１１いずれかに記載の光反応器の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内部の処理通路に被処理液を流通させて浄化する浄化装置等に用いて好適な
光反応器及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ガラス素材に被処理液の処理通路を設け、この処理通路における被処理液が接触
する表面に、二酸化チタンをコーティングすることにより光触媒層を設けるとともに、こ
の光触媒層に光（紫外線光）を照射し、流通する被処理液を浄化するようにした浄水装置
（光反応器）は知られており、例えば、特許文献１及び２には、浄化装置及び水処理装置
がそれぞれ開示されている。
【０００３】
　特許文献１に開示される浄化装置は、ガラス等のように紫外線を透過させる材料で形成
された両端が開放された外管と、この外管に収容されて、外管との間に、ガラスビーズ表
面にアナタース型二酸化チタンが被覆された光触媒が充填されると共に、被処理水が供給
される処理空間を形成する内管と、外管の両端部に設けられたガラスフィルタと、外管の
近傍に配置された紫外線を照射する紫外線ランプと、紫外線ランプから照射された紫外線
を外管に向けて反射する反射板とを備えて構成したものであり、また、特許文献２に開示
される水処理装置は、円筒形状容器である処理槽が、駆動装置の回転支軸上に取り付けら
れ、中心軸を軸にして、毎分１～５回転程度の速さで回転するよう設置され、その内部に
は、球状ガラスの担体にアナターゼ型結晶からなる二酸化チタンを主成分としたコーティ
ングが施された無数の光触媒体を収容しており、さらにこの光触媒体に対して光を照射す
る棒状紫外線ランプが配置され、さらに、処理槽の一方に被処理水の導入パイプが、また
、他方に、排出パイプが設けられ、この処理槽に所定の流通量となるよう被処理水が導入
・排出されるように設定されたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９－２３９３５８号公報
【特許文献２】特開２０００－１１７２７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上述した従来における浄水装置（浄化装置，水処理装置）は、次のような問題
点があった。
【０００６】
　まず、いずれの浄水装置も、ガラス素材により形成した粒体の表面に二酸化チタンをコ
ーティングして構成した光触媒体を多数用いることにより、被処理水に対する二酸化チタ
ン（光触媒）の接触面積を増大させて処理能力（処理効率）を高めている。一方、光触媒
に対しては紫外線を照射する必要があるため、特許文献１のように、ガラス管に多数の光
触媒体を充填した場合には、多くの光触媒体は他の光触媒体の陰になる。結局、陰になる
光触媒体は活性化されないため、紫外線の照射面積を増大させる観点からは十分な効果を
得ることができず、処理能力（処理効率）を高めるには限界がある。
【０００７】
　他方、特許文献２は、処理槽を毎分１～５回転程度の速さで回転させるため、この処理
槽に収容された光触媒体はランダムに撹拌される。したがって、全ての光触媒体を平均的
に活性化できるものの陰になる光触媒体を活性化できない点は引用文献１の場合と同じで
あり、紫外線の照射面積を増大させる観点からは不十分となる。しかも、大型の処理槽や
この処理槽を回転させる駆動装置が必要となるなど、装置全体のコストアップ及び大型化
を招くとともに、電力を使用する必要があることから、省エネルギ性に劣り、加えて、使
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用できる場所が限定されるなど、汎用性にも劣る。
【０００８】
　本発明は、このような背景技術に存在する課題を解決した光反応器及びその製造方法の
提供を目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る光反応器１は、上述した課題を解決するため、ガラス棒体２の一端面２ｐ
と他端面２ｑ間における内部の長手方向に被処理液Ｗを流通可能な処理通路Ｒｍを設けて
なる光反応器であって、ガラス棒体２の内部に、内径Ｌａを選定し、かつ相互に所定の間
隔を有する複数の処理通路Ｒｍ…と、この処理通路Ｒｍ…の内面にコーティングした光触
媒層３…と、ガラス棒体２の外周面２ｆに照射された光Ｃがガラス棒体２の内部を透過し
て処理通路Ｒｍ…の周面に照射可能な導光路Ｒｃとを設けてなることを特徴とする。
【００１０】
　この場合、発明の好適な態様により、ガラス棒体２には、少なくとも、石英ガラス，ソ
ーダガラス，理化学ガラス（耐熱ガラス），赤外線透過ガラスのいずれか一つを含めるこ
とができるとともに、処理通路Ｒｍの内径Ｌａは、１～５００〔μｍ〕の範囲に選定する
ことができる。他方、処理通路Ｒの内面にはコーティングした光触媒層３…を設けること
ができる。なお、光反応器１は、処理通路Ｒｍの一端が被処理液Ｗの流入口Ｒｍｉとなり
、かつ処理通路Ｒｍの他端が被処理液Ｗの流出口Ｒｍｅとなる浄水装置Ｍに利用して好適
である。
【００１１】
　また、本発明に係る光反応器１の製造方法は、上述した課題を解決するため、ガラス棒
体２の一端面２ｐと他端面２ｑ間における内部の長手方向に、被処理液Ｗを流通可能な処
理通路Ｒｍ…を有する光反応器を製造する製造方法であって、ガラス棒体２の内部に、内
径Ｌａを選定し、かつ相互に所定の間隔を有する複数の処理通路Ｒｍ…を形成するととも
に、この処理通路Ｒｍ…の形成により、ガラス棒体２の外周面２ｆに照射された光Ｃがガ
ラス棒体２の内部を透過して処理通路Ｒｍ…の周面に照射可能な導光路Ｒｃを設けるよう
にしたことを特徴とする。
【００１２】
　この場合、発明の好適な態様により、処理通路Ｒｍ…の内径は、１～５００〔μｍ〕の
範囲になるように形成することが望ましい。また、処理通路Ｒｍは、所定の内径Ｌｉを有
するガラス製のジャケット管５の内部に、当該ジャケット管５の内径Ｌｉよりも小さい外
径Ｌｅを有する複数のガラス製のキャピラリ管６…を装填し、この後、加熱処理を行う溶
融化工程及び延伸処理を行う細径化工程を経て形成することができる。なお、キャピラリ
管６…同士，及びジャケット管５とキャピラリ管６…の間にそれぞれ生じる隙間Ｒｓ…は
、溶融した際に、一部を残してもよいし、又は無くしてもよい。一方、処理通路Ｒｍは、
超音波ドリルを使用し、ガラス棒体２の一端面２ｐから当該ガラス棒体２の長手方向に穿
設して形成してもよい。他方、処理通路Ｒｍ…を形成した後、当該処理通路Ｒｍ…の内面
に光触媒層３…をコーティングすることができる。この際、光触媒層３…は、処理通路Ｒ
ｍ…の内部に、少なくとも光触媒用溶液Ｅｃを充填するとともに、この後、当該光触媒用
溶液Ｅｃを当該処理通路Ｒｍ…から排出することにより設けることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　このような本発明に係る光反応器１及びその製造方法によれば、次のような顕著な効果
を奏する。
【００１４】
　（１）　ガラス棒体２の内部に、内径Ｌａを選定し、かつ相互に所定の間隔を有する複
数の処理通路Ｒｍ…と、ガラス棒体２の外周面２ｆに照射された光Ｃがガラス棒体２の内
部を透過して処理通路Ｒｍ…の周面に照射可能な導光路Ｒｃとを設けてなるため、処理通
路Ｒｍ…に被処理液Ｗを流通させた際には、被処理液Ｗに対する処理通路Ｒｍ…の接触面
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積の全体を増大させることと同時に、処理通路Ｒｍ…の内面に対する光Ｃの照射面積を増
大させることができ、被処理液Ｗに対する処理能力（処理効率）を飛躍的に高めることが
できるとともに、このような反応系を構成する際におけるスケールアップも容易に実現す
ることができる。
【００１５】
　（２）　導光路Ｒｃの存在と併せ、ガラス棒体２の周面に対して光Ｃを照射できるため
、、各処理通路Ｒｍ…に対して微弱光を遍く届けることが可能となり、特に、吸光度が高
い濃厚溶液に対しても有効に光を当てることができる。
【００１６】
　（３）　光反応器１を製造するに際しては、ガラス棒体２の内部に、内径Ｌａを選定し
、かつ相互に所定の間隔を有する複数の処理通路Ｒｍ…を形成するとともに、この処理通
路Ｒｍ…の形成により、ガラス棒体２の外周面２ｆに照射された光Ｃがガラス棒体２の内
部を透過して処理通路Ｒｍ…の周面に照射可能な導光路Ｒｃを設けるようにしたため、少
ない部品点数により、比較的容易に製造することができる。したがって、全体のコストダ
ウン及び小型コンパクト化を実現できるとともに、処理通路Ｒｍ…の洗浄やメンテナンス
も容易に行うことができる。
【００１７】
　（４）　好適な態様により、ガラス棒体２には、少なくとも、石英ガラス，ソーダガラ
ス，理化学ガラス又は赤外線透過ガラスを含めることができるため、各種ガラス材の利用
及び選択が可能となり、実施の容易性及び設計自由度の向上に寄与できる。
【００１８】
　（５）　好適な態様により、処理通路Ｒｍの内径Ｌａを、１～５００〔μｍ〕の範囲に
選定すれば、各種用途に対応した光反応器１を製作し、かつ最大の処理能力を導き出す際
の最適化を容易かつ柔軟に行うことができる。
【００１９】
　（６）　好適な態様により、処理通路Ｒｍ…を形成するに際し、所定の内径Ｌｉを有す
るガラス製のジャケット管５の内部に、当該ジャケット管５の内径Ｌｉよりも小さい外径
Ｌｅを有する複数のガラス製のキャピラリ管６…を装填し、この後、加熱処理を行う溶融
化工程及び延伸処理を行う細径化工程を経て形成すれば、比較的簡易な製造工程により容
易かつ確実に製造することができる。
【００２０】
　（７）　好適な態様により、キャピラリ管６…同士，及びジャケット管５とキャピラリ
管６…の間にそれぞれ生じる隙間Ｒｓ…は、溶融した際に、一部を残してもよいし、又は
無くしてもよい。したがって、隙間Ｒｓ…の一部を残した場合には、隙間Ｒｓ…を処理通
路Ｒｍ…として利用できるため、被処理液Ｗに対する接触面積及び光触媒層３…に対する
光Ｃの照射面積をより広げることができるとともに、隙間Ｒｓ…を無くした場合には、光
Ｃの透過経路を単純化して透過効率を高めることができる。
【００２１】
　（８）　好適な態様により、処理通路Ｒｍ…を形成するに際し、ガラス棒体２の一端面
２ｐ（又は２ｑ）から超音波ドリルにより当該ガラス棒体２の長手方向に穿設して形成す
れば、寸法（内径）が均一となる処理通路Ｒｍ…を比較的短時間に精度よく形成すること
ができる。
【００２２】
　（９）　好適な態様により、処理通路Ｒｍ…を形成した後、当該処理通路Ｒｍ…の内面
に光触媒層３…をコーティングすれば、処理通路Ｒｍの一端が被処理液Ｗの流入口Ｒｍｉ
となり、かつ処理通路Ｒｍの他端が処理された処理液Ｗｓが流出する流出口Ｒｍｅとなる
浄水装置Ｍ等を容易に構築できる。したがって、浄水装置Ｍ等を製品化するに際し、製品
性能の飛躍的な向上に寄与できるとともに、浄水装置Ｍ等のコストダウン及び小型コンパ
クト化にも寄与できる。
【００２３】
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　（１０）　好適な態様により、光触媒層３…を設けるに際し、処理通路Ｒｍ…の内部に
、少なくとも光触媒用溶液Ｅｃを充填するとともに、この後、当該光触媒用溶液Ｅｃを当
該処理通路Ｒｍ…から排出することにより設ければ、処理通路Ｒｍ…の内面に光触媒層３
…を均一かつ容易に設けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の好適実施形態に係る光反応器を備える浄水装置の一部断面側面構成図、
【図２】同光反応器の一部を示す外観斜視図、
【図３】同光反応器の一部抽出拡大断面を含む正面図、
【図４】同光反応器の作用説明図、
【図５】同光反応器に使用するガラスの光波長に対する透過率特性図、
【図６】同光反応器の製造方法を説明するためのフローチャート、
【図７】同光反応器の製造方法を説明するための模式的工程図、
【図８】同光反応器における光触媒層を設けないガラス棒体を用いた処理回数に対する処
理濃度特性図、
【図９】同光反応器における光触媒層を設けないガラス棒体における流速に対する処理濃
度特性図、
【図１０】同光反応器における光触媒層を設けないガラス棒体に対して照射するブラック
ランプの本数に対する処理濃度特性図、
【図１１】同光反応器における光触媒層を設けないガラス棒体（実施例）と孔が一つのガ
ラス棒体（比較例）を対比して示す処理濃度特性図、
【図１２】同光反応器に光触媒層を設けた場合における処理回数に対する４－ＣＰの処理
濃度特性図、
【図１３】本発明の変更例に係る光反応器の一部を示す正面断面図、
【図１４】本発明の他の変更例に係る光反応器の一部を示す正面断面図、
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　次に、本発明に係る好適実施形態を挙げ、図面に基づき詳細に説明する。
【００２６】
　最初に、本実施形態に係る光反応器１の製造方法について、図１～図６及び図７を参照
して具体的に説明する。なお、図６は、同光反応器１の製造方法を説明するためのフロー
チャートを示す。
【００２７】
　まず、光反応器１の製作部材を準備する（ステップＳ１）。製作部材には、図７（ａ）
に示すように、所定の内径Ｌｉを有するガラス製のジャケット管５と、このジャケット管
５の内径Ｌｉよりも小さい外径Ｌｅを有する複数のガラス製のキャピラリ管６…を用いる
。例示のジャケット管５及びキャピラリ管６…の長さは４１０〔ｍｍ〕である。例示の場
合、９１〔本〕のキャピラリ管６…をジャケット管５の内部に収容し、これにより、後述
する処理通路Ｒｍ…の内径Ｌａが２５０〔μｍ〕となるように、ジャケット管５の内径Ｌ
ｉ及びキャピラリ管６の外径Ｌｅなどのディメンションを選定した。例示の場合、処理通
路Ｒｍの内径Ｌａを２５０〔μｍ〕に選定したが、１～５００〔μｍ〕の範囲に選定可能
である。このように、処理通路Ｒｍ…の内径Ｌａを、１～５００〔μｍ〕の範囲に選定す
れば、各種用途に対応した光反応器１を製作し、かつ最大の処理能力を導き出す際の最適
化を容易かつ柔軟に行うことができる。さらに、キャピラリ管６…の本数及び長さ等は任
意に選定できる。
【００２８】
　また、ジャケット管５及びキャピラリ管６…の素材には、少なくとも、石英ガラス，ソ
ーダガラス，理化学ガラス（耐熱ガラス），赤外線透過ガラスのいずれか一つを用いるこ
とができる。図５には、石英ガラス，理化学ガラス（パイレックス（登録商標）ガラス）
及びソーダガラスの評価データを示し、同図中、Ｇｑは石英ガラスの透過率、Ｇｐはパイ
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レックスガラスの透過率、Ｇｓはソーダガラスの透過率である。石英ガラスは、光波長が
２５０〔ｎｍ〕以上で８５～９５〔％〕の透過率を確保し、パイレックスガラスは、光波
長が３００〔ｎｍ〕以上で８５～９５〔％〕の透過率を確保し、ソーダガラスは、光波長
が３５０〔ｎｍ〕以上で８５～９５〔％〕の透過率を確保している。
【００２９】
　さらに、図５には、光触媒を活性化させる紫外線光の光源（例示はブラックランプ３８
（２０〔Ｗ〕））の放射スペクトル特性をＦｂで示す。ブラックランプ３８の放射帯域は
、光波長が３５０～４００〔ｎｍ〕の間に存在する。したがって、ジャケット管５及びキ
ャピラリ管６…の素材には、廉価なソーダガラスであっても十分に使用できるとともに、
この際、ブラックランプ３８を使用した場合であっても必要十分な導光性を確保できる。
このように、ガラス棒体２には、少なくとも、石英ガラス，ソーダガラス，理化学ガラス
又は赤外線透過ガラスを用いることができるため、各種ガラス材の利用及び選択が可能と
なり、実施の容易性及び設計自由度の向上に寄与できる。なお、例示のジャケット管５及
びキャピラリ管６…には石英ガラスを用いた。
【００３０】
　一方、光触媒層を設けるためのコーティング溶液を調製する（ステップＳ２）。この場
合、コーティング溶液として、光触媒用溶液Ｅｃとバインダ溶液Ｅｂを使用する。光触媒
用溶液Ｅｃは、アナターゼ型の二酸化チタン（ＴｉＯ2）を用いたコロイド溶液（触媒化
成工業株式会社製　商品名　ＰＡＳＯＬ－ＨＰＷ－１８ＮＲ）を２０〔重量％〕用意し、
これに、８０〔重量％〕の水（Ｈ2Ｏ）を加え、５倍に希釈して調製した。また、バイン
ダ溶液Ｅｂには、アルギン酸０．２５〔ｇ〕＋水２５〔ｇ〕に２５％ＮＨ3（ａｑ）を滴
加し、ｐＨを「８」に調整したものを用いた。
【００３１】
　次いで、製作部材、即ち、ジャケット管５とキャピラリ管６…の組付けを行う（ステッ
プＳ３）。この場合、図７（ａ）に示すように、ジャケット管５の内部空間に９１〔本〕
のキャピラリ管６…を収容する。これにより、アッセンブリ１１を得ることができる。な
お、ジャケット管５の内部空間の断面形状は、一般的な円形にしてもよいし、或いはキャ
ピラリ管６…を整列させるため、多角形（例えば、六角形）にしてもよい。
【００３２】
　ところで、本実施形態に係る光反応器１を製造するに際しては、光ファイバの分野で用
いられる、幾何学的構造が類似するＰＣＦ（フォトニック結晶ファイバ）を製造する際の
製造法を利用することができる。したがって、例えば、図７（ｂ）に示すような、ＰＣＦ
製造装置２０を用いて製造することができる。この場合、上述したアッセンブリ１１を、
加熱炉２２を通して加熱処理（溶融化）するとともに（ステップＳ４）、続いて延伸機構
２３を通して延伸処理（細径化）する（ステップＳ５）。これにより、光触媒層を設ける
前の、いわば、蓮根形の光反応器基体（以下、ＬＦＲ）１２を得ることができる。なお、
２１は、ＬＦＲ１２の先端を把持するチャックを示す。
【００３３】
　この際、キャピラリ管６…同士，及びジャケット管５とキャピラリ管６…の間に存在す
る隙間Ｒｓ…（図１３（ａ）参照）は、溶融したガラスにより埋まり、隙間Ｒｓ…は無く
なる。即ち、図２及び図３に示すような、ガラス棒体２の内部に、内径Ｌａを選定し、か
つ相互に所定の間隔を有する複数の処理通路Ｒｍ…と、ガラス棒体２の外周面２ｆに照射
された光Ｃがガラス棒体２の内部を透過して処理通路Ｒｍ…の周面に照射可能な導光路Ｒ
ｃとを有する蓮根形のＬＦＲ１２を得ることができる。このように、処理通路Ｒｍ…を形
成するに際し、所定の内径Ｌｉを有するガラス製のジャケット管５の内部に、当該ジャケ
ット管５の内径Ｌｉよりも小さい外径Ｌｅを有する複数のガラス製のキャピラリ管６…を
装填し、この後、加熱処理を行う溶融化工程及び延伸処理を行う細径化工程を経て形成す
れば、比較的簡易な製造工程により容易かつ確実に製造できる。そして、ＬＦＲ１２が得
られたなら常温まで冷却する（ステップＳ６，Ｓ７）。
【００３４】
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　次に、ＬＦＲ１２に対して、光触媒用溶液Ｅｃのコーティング処理を行う（ステップＳ
８）。コーティング処理方法としては、例えば、図７（ｃ）における（ｃ１）のように、
ＬＦＲ１２を縦方向に配し、上端に、吸引部２５を接続するとともに、下端を、容器２６
に収容した光触媒用溶液Ｅｃ、即ち、ステップＳ２において調製した二酸化チタンのコロ
イド溶液に漬け、この後、吸引部２５を作動させ、上方向に吸引を行えば、この吸引力及
び毛管現象により、光触媒用溶液Ｅｃは、各処理通路Ｒｍ…に充填される。そして、光触
媒用溶液ＥｃがＬＦＲ１２の上端上方に達したなら停止し、図７（ｃ）における（ｃ２）
のように、ＬＦＲ１２の下端を光触媒用溶液Ｅｃから引上げるとともに、吸引部２５を反
対方向に作動させる。これにより、下方向に送風が行われ、ＬＦＲ１２の上端に至った光
触媒用溶液Ｅｃ及び処理通路Ｒｍ…内の光触媒用溶液Ｅｃは、容器２６に戻される。この
場合、送風により光触媒用溶液Ｅｃは強制的に排出されるため、余分な光触媒用溶液Ｅｃ
は除去される。したがって、処理通路Ｒｍ…の内面に対して、均一な光触媒層を容易に設
けることができる。一方、処理通路Ｒｍ…の内面に付着した光触媒用溶液Ｅｃは乾燥させ
る（ステップＳ９）。このときの乾燥時間は、最適な設定時間Ｔｄａを予め設定する。例
示の場合、設定時間Ｔｄａは、６０〔秒〕である。したがって、設定時間Ｔｄａが経過す
れば、光触媒用溶液Ｅｃのコーティング処理は終了する。これにより、各処理通路Ｒｍ…
の内面には、実質的な光触媒層が設けられる。なお、このような光触媒用溶液Ｅｃのコー
ティング処理は、必要により複数回繰り返して行うことにより、層厚（膜厚）を調整する
ことができる。
【００３５】
　光触媒用溶液Ｅｃのコーティング処理が終了したなら、次いで、バインダ溶液Ｅｂのコ
ーティング処理を行う（ステップＳ１０，Ｓ１１）。バインダ溶液Ｅｂのコーティング処
理も光触媒用溶液Ｅｃのコーティング処理方法と同様に行うことができる。即ち、図７（
ｃ）における（ｃ１）及び（ｃ２）に基づいて行うことができる。なお、バインダ溶液Ｅ
ｂのコーティング処理では、前述した、アルギン酸＋水＋２５％ＮＨ3（ａｑ）のバイン
ダ溶液Ｅｂが、容器２６に収容される。そして、バインダ溶液Ｅｂのコーティング処理が
終了したなら、処理通路Ｒｍ…の内面、即ち、光触媒用溶液Ｅｃのコーティング層の表面
に付着したバインダ溶液Ｅｂを乾燥させる（ステップＳ１２）。このときの乾燥時間は、
最適な設定時間Ｔｄｂを予め設定する。例示の場合、設定時間Ｔｄｂは、６０〔秒〕であ
る。したがって、設定時間Ｔｄｂが経過すれば、バインダ溶液Ｅｂのコーティング処理は
終了する。
【００３６】
　次いで、光触媒層３…が設けられたＬＦＲ１２に対する焼成処理を行う（ステップＳ１
３，Ｓ１４）。焼成処理は、ＬＦＲ１２を、５００〔℃〕の加熱炉に収容し、予め設定し
た焼成時間（設定時間Ｔｄｃ）にわたって行う。例示の設定時間Ｔｄｃは、２〔ｈ〕であ
る。したがって、設定時間Ｔｄｃが経過したなら、光触媒層３…が設けられたＬＦＲ１２
を加熱炉から取出し、常温まで冷却して焼成処理を終了させる（ステップＳ１５）。そし
て、光触媒層３…が設けられたＬＦＲ１２の端面や外周面等に付着した不要な光触媒層３
を取り除くなどの仕上げを行い、さらに、導光性等の検査を行えば、本実施形態に係る光
反応器１を得ることができる（ステップＳ１６）。
【００３７】
　即ち、図２及び図３に示すように、ガラス棒体２の一端面２ｐと他端面２ｑ間における
内部の長手方向に被処理液Ｗを流通可能となる、内径Ｌａを選定し、かつ相互に所定の間
隔を有する複数の処理通路Ｒｍ…と、この処理通路Ｒｍ…の内面にコーティングした光触
媒層３…と、ガラス棒体２の外周面２ｆに照射された光Ｃがガラス棒体２の内部を透過し
て処理通路Ｒｍ…の周面に照射可能な導光路Ｒｃとを設けた光反応器１を得ることができ
る。これにより、各処理通路Ｒｍ…の内面には、実質的な光触媒層とこの光触媒層を保護
するバインダ溶液による保護層が形成され、各処理通路Ｒｍ…の内面には、目的とする光
触媒層３…が設けられる。特に、このような光触媒層３…は、水，有機溶媒，紫外線光の
共存条件でも剥がれることがなく、緻密な酸化チタンコート層として形成される。コート
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層の強度は鉛筆硬度６Ｈ以上を得た。また、この光触媒層３…は、低い照度であっても高
い光分解活性を示す。
【００３８】
　よって、このような本実施形態に係る光反応器１によれば、ガラス棒体２の内部に、内
径Ｌａを選定し、かつ相互に所定の間隔を有する複数の処理通路Ｒｍ…と、ガラス棒体２
の外周面２ｆに照射された光Ｃがガラス棒体２の内部を透過して処理通路Ｒｍ…の周面に
照射可能な導光路Ｒｃとを設けてなるため、処理通路Ｒｍ…に被処理液Ｗを流通させた際
には、被処理液Ｗに対する処理通路Ｒｍ…の接触面積の全体を増大させることと同時に、
処理通路Ｒｍ…の内面に対する光Ｃの照射面積を増大させることができ、被処理液Ｗに対
する処理能力（処理効率）を飛躍的に高めることができるとともに、このような反応系を
構成する際におけるスケールアップも容易に実現することができる。また、導光路Ｒｃの
存在と併せ、ガラス棒体２の周面に対して光Ｃを照射できるため、、各処理通路Ｒｍ…に
対して微弱光を遍く届けることが可能となり、特に、吸光度が高い濃厚溶液に対しても有
効に光を当てることができる。加えて、少ない部品点数により、比較的容易に製造するこ
とができる。したがって、全体のコストダウン及び小型コンパクト化を実現できるととも
に、処理通路Ｒｍ…の洗浄やメンテナンスも容易に行うことができる。
【００３９】
　次に、本実施形態に係る光反応器１を用いて好適な浄水装置Ｍの一例について、その構
成，使用方法及び作用について、図１～図７を参照して説明する。
【００４０】
　浄水装置Ｍを構成するには、図１に示すように、得られた光反応器１の両端にキャップ
３１，３２をそれぞれ装着して両端開口を閉塞する。また、各キャップ３１，３２の中央
には、外方に突出する接続口３１ｃ，３２ｃを有し、一方の接続口３１ｃに、光反応器１
の内部に被処理液Ｗを流入させる配水管３３を接続するとともに、他方の接続口３２ｃに
、光反応器１の内部から処理された処理液Ｗｓを流出させる配水管３４を接続する。これ
により、各処理通路Ｒｍ…の一端は被処理液Ｗの流入口Ｒｍｉとなり、かつ他端は処理液
Ｗｓの流出口Ｒｍｅとなる。なお、光反応器１は、横置又は縦置のいずれでもよいが、内
部に気泡が混入した場合を考慮すれば、縦置（垂直）がより好適である。したがって、光
反応器１の運転条件として、連続的に被処理液Ｗを流すだけではなく、必要に応じて大気
の泡（酸素）を入れ、犠牲的な酸化剤として機能させることができる。
【００４１】
　さらに、一方の配液管３３は、送液ポンプ３５を介して処理前の被処理液Ｗを収容した
収容タンク３６に接続するとともに、他方の配液管３４は、処理後の処理液Ｗｓを収容す
る収容タンク３７に接続する。また、光反応器１の周囲には、光反応器１の全外周面に紫
外線光Ｃを照射可能なブラックランプ３８…を配設する。例示のブラックランプ３８…は
、図４に示すように、周方向に等間隔で六本配設した。各ブラックランプ３８は、定格２
０〔Ｗ〕，光波長３６５〔ｎｍ〕である。なお、使用するブラックランプ３８…の本数は
任意である。以上により、図１に示す浄水装置Ｍが構成される。
【００４２】
　よって、このような構成を有する浄水装置Ｍでは、ブラックランプ３８…から発光する
紫外線光Ｃは光反応器１（ガラス棒体２）の全外周面２ｆに照射される。そして、外周面
２ｆに照射された紫外線光Ｃは、ガラス棒体２の内部における導光路Ｒｃを透過して処理
通路Ｒｍ…の周面に照射される。各処理通路Ｒｍ…の内面には光触媒層３…が設けられて
いるため、導光路Ｒｃを透過した紫外線光Ｃは、光触媒層３…に対して外側から照射され
る。
【００４３】
　他方、送液ポンプ３５の作動により、収容タンク３６に収容された処理前の汚れた被処
理液Ｗは、光反応器１に送られ、一端の各流入口Ｒｍｉ…から各処理通路Ｒｍ…に供給さ
れる。これにより、被処理液Ｗは、各処理通路Ｒｍ…の内面に設けられた光触媒層３…に
接触して流通する。一方、光触媒層３…には、同時に、紫外線光Ｃが励起光として照射さ
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れているため、二酸化チタンを用いた光触媒層３…の活性化が行われ、酸化反応及び分解
反応により、被処理液Ｗ中の汚れ、例えば、各種環境ホルモン，ダイオキシン，トリハロ
メタン，細菌類等の有害溶解物が、効率的に分解され、無害化される。即ち、図１及び図
４に示すように、処理通路Ｒｍ…に設けた光触媒層３…の表面に汚染物質Ｘが接触してい
る場合、同時に励起光（紫外線光）Ｃが照射されていることを条件にして汚染物質Ｘの浄
化作用である、浄水，脱臭、除菌、防汚等の作用が行われる。そして、処理された処理液
Ｗｓは、他端の流出口Ｒｍｅ…から、直接又は図示を省略したストレーナを通して排出さ
れ、収容タンク３７に収容される。
【００４４】
　ところで、光反応器１による浄化作用を満たす条件は、液体の場合、気体に比べて密度
が約１０００倍高いため、実際、気体に比べて１０００倍の処理能力が必要とされる。し
たがって、光触媒層３…の表面に汚染物質Ｘを接触させる実質的な接触面積を増大させる
と同時に、励起光Ｃが照射される実質的な照射面積を増大させることは、浄水装置Ｍの処
理能力を高める上での重要な課題となる。本実施形態に係る光反応器１は、ガラス棒体２
の内部に、内径Ｌａを選定し、かつ相互に所定の間隔を有する複数の処理通路Ｒｍ…と、
この処理通路Ｒｍ…の内面にコーティングした光触媒層３…と、ガラス棒体２の外周面２
ｆに照射された光Ｃがガラス棒体２の内部を透過して処理通路Ｒｍ…の周面に照射可能な
導光路Ｒｃとを設けているため、処理通路Ｒｍ…に被処理液Ｗを流通させた際には、被処
理液Ｗに対する処理通路Ｒｍ…の接触面積の全体を増大させることと同時に、処理通路Ｒ
ｍ…の内面に設けた光触媒層３…に対する光Ｃの照射面積を増大させることができ、被処
理液Ｗに対する処理能力（処理効率）を飛躍的に高めることができる。特に、ガラス棒体
２の一端面２ｐと他端面２ｑ間における内部の長手方向に複数の処理通路Ｒｍ…を設ける
とともに、この処理通路Ｒｍ…の内面にコーティングした光触媒層３…を設けたため、光
反応器１を、処理通路Ｒｍの一端が被処理液Ｗの流入口Ｒｍｉとなり、かつ処理通路Ｒｍ
の他端が処理された処理液Ｗｓが流出する流出口Ｒｍｅとなる浄水装置Ｍ等を容易に構築
できる。したがって、浄水装置Ｍ等を製品化するに際し、製品性能の飛躍的な向上に寄与
できるとともに、コストダウン及び小型コンパクト化にも寄与できる。
【００４５】
　次に、本実施形態に係る光反応器１及び光反応器１の基体となるＬＦＲ１２の評価結果
について、図８～図１２を参照して説明する。
【００４６】
　蓮根形となるＬＦＲ１２は、本実施形態に係る光反応器１を製作する上で最適である。
図８は、光触媒層３…を設けないＬＦＲ１２に、被処理液Ｗの原料としてトランススチル
ベン（以下、Ｔ－Ｓ）を用いた場合の光異性化反応により生じたシススチルベン（以下、
Ｃ－Ｓ）及び環化したジヒドロフェナントレン（以下、ＤＰ）の定量結果を示し、特に、
処理回数に対する濃度特性を示す。この場合、ＬＦＲ１２に被処理液Ｗを一回通過させる
ことにより処理回数が一回となる。なお、反応条件は、Ｔ－Ｓの濃度を１０〔ｍＭ〕とし
、光源として２０〔Ｗ〕のブラックランプ３８…を六本使用した。また、ＬＦＲ１２の容
積は１．８〔ｍｌ〕、ＬＦＲ１２を通過する流速は６．７〔ｍｌ／ｍｉｎ〕である。した
がって、各分子は、約１６秒でＬＦＲ１２を通過するとともに、被処理液Ｗが１０〔ｍｌ
〕の場合は、約１分半で通過することになる。図８の結果から、濃度が１０〔ｍＭ〕のＴ
－Ｓの場合、処理回数を三回以上とすることで、４〔ｍＭ〕程度まで低下させることがで
きる。
【００４７】
　図９は、光触媒層３…を設けないＬＦＲ１２の被処理液Ｗの流速に対する濃度特性を示
す。この場合、被処理液Ｗの体積は１０〔ｍｌ〕であり、処理回数は一回である。一回の
処理時間（約１分半）での転化率は３３〔％〕となり、流速が遅い場合には、異性化反応
生成物は、環化によりＤＰが生じ、この傾向は流速が遅いほど顕著になる。むしろ、異性
化反応のみに着目する場合には、速い流速により短時間で反応させたほうが選択性は高く
なる。因に、処理通路Ｒｍが一つである一般的な流通式光反応器とＬＦＲ１２を同じ流速
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で反応させた場合、転化率は１／３程度に低下する。なお、図９中、ｔｓｐはＬＦＲ１２
内における被処理液Ｗの滞留時間を示す。
【００４８】
　図１０は、照射する紫外線光Ｃの光量を変えた濃度特性を示す。なお、被処理液Ｗの体
積は１０〔ｍｌ〕であり、処理回数は一回である。図１０から明らかなように、ブラック
ランプ３８…の本数を六本から三本の半分にし、光量（ランプ強度）を半分にしても転化
率の低下は比較的小さい。一方、ＤＰへの環化反応は抑制され、選択性は高まることがわ
かる。
【００４９】
　図１１は、ＬＦＲ１２（実施例）と一般的な流通式光反応器（比較例）の比較結果を示
す。なお、被処理液Ｗの体積は１０〔ｍｌ〕、処理回数は一回である。また、比較例のデ
ィメンションは、処理通路の内径が１．５〔ｍｍ〕，長さが４１０〔ｍｍ〕，容積が０．
７２〔ｍｌ〕である。したがって、０．７２〔ｍｌ〕の溶液を光反応器に充填するととも
に、周面から７〔秒〕間にわたってブラックランプ３８…を照射することにより、ＬＦＲ
１２（実施例）による処理回数の一回分と同じくなるようにした。図１１から明らかなよ
うに、実施例に対して、比較例のほうが明らかに反応が進んでいないことがわかる。
【００５０】
　以上は、光触媒層３…を設けないＬＦＲ１２の評価である。一方、図１２には、光触媒
層３…を設けたＬＦＲ１２、即ち、光反応器１の評価結果を示す。図１２は、処理回数に
対する４－クロロフェノール（４－ＣＰ）の濃度特性を示す。実験は、八種類の光反応器
、即ち、（一）光触媒層を設けたＬＦＲ（実施例），（二）ダーク環境下の光触媒層を設
けたＬＦＲ（比較例１），（三）光触媒層なしのＬＦＲ（比較例２），（四）ダーク環境
下の光触媒層なしのＬＦＲ（比較例３），（五）概ね半分の容積を有する内径１．５〔ｍ
ｍ〕の光触媒層なしの流通式光反応器（比較例４），（六）ダーク環境下の概ね半分の容
積を有する内径１．５〔ｍｍ〕の光触媒層なしの流通式光反応器（比較例５），（七）概
ね半分の溶融を有する内径１．５〔ｍｍ〕の光触媒層を設けた流通式光反応器（比較例６
）及び（八）ダーク環境下の概ね半分の容積を有する内径１．５〔ｍｍ〕の光触媒層を設
けた流通式光反応器（比較例７）を用いた。なお、４－ＣＰの光触媒分解反応は、次の化
学式のようになる。
【化１】

【００５１】
　反応条件は、４－ＣＰ／Ｈ2Ｏ＝０．５〔ｍＭ〕、また、光源として、２０〔Ｗ〕ブラ
ックランプ３８…を六本用いた。図１２から明らかなように、（一）の実施例のみが、４
－ＣＰの光分解活性を示した。したがって、ＬＦＲ１２と光触媒層３…の組合わせ、即ち
、ＬＦＲ１２と光触媒層３…による共同により初めて４－ＣＰの光分解活性を示すことが
わかる。
【００５２】
　以上、好適実施形態について詳細に説明したが、本発明は、このような実施形態に限定
されるものではなく、細部の構成，形状，素材，数量，数値，手法等において、本発明の
要旨を逸脱しない範囲で、任意に変更，追加，削除することができる。
【００５３】
　例えば、上述した実施形態では、図１３（ａ）に示すキャピラリ管６…同士（及びジャ
ケット管５とキャピラリ管６…）の間にそれぞれ生じる隙間Ｒｓ…は、図１３（ｂ）に示
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ｃ）に示すように、隙間Ｒｓ…は一部を残すようにしてもよい。隙間Ｒｓ…の一部を残し
た場合には、隙間Ｒｓ…を処理通路Ｒｍ…として利用できるため、被処理液Ｗに対する接
触面積及び光触媒層３…に対する光Ｃの照射面積をより広げることができる。他方、図１
３（ｂ）に示すように、隙間Ｒｓ…を無くした場合には、光Ｃの透過経路を単純化して透
過効率を高めることができる。
【００５４】
　また、図１４は、光触媒層３…を設けない光反応器１を示す。この場合、ＬＦＲ１２を
そのまま光反応器として利用する。この場合であっても、処理通路Ｒｍ…及び導光路Ｒｃ
は形成されるため、ＬＦＲ１２を流通する流体に対して効率的な光照射が可能になる。し
たがって、例えば、エタノールにマーガリンを溶かした有機溶液を流し、マーガリン成分
のトランス体を活性化させることにより、短波長側にあるシス体に変化させるなどの用途
に利用することが可能であり、このような処理後、エタノールを揮発させれば、有害とさ
れるトランス体を除去することができる。
【００５５】
　さらに、処理通路Ｒｍ…を形成するに際し、図示を省略したが、ガラス棒体２の一端面
２ｐ（又は２ｑ）から超音波ドリルにより当該ガラス棒体２の長手方向に穿設して形成す
ることも可能である。この場合には、寸法が均一となる処理通路Ｒｍ…を比較的短時間に
精度よく形成できる。その他、ジャケット管５とキャピラリ管６…の素材は、例示以外の
任意のガラス素材を利用可能であるとともに、ガラス素材と同様の作用を呈する他の透明
素材（プラスチック素材等）の使用を排除するものではない。また、ガラス棒体２は直線
形（Ｉ形）の場合を示したが、必要によりＬ形やＵ形等ように折曲したり湾曲させてもよ
い。さらに、光触媒層３…は二酸化チタンを用いた場合を示したが、他の光触媒作用を呈
する物質を用いてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明に係る光反応器１は、広くは、光又は光の成分により流体（液体，気体）を反応
させることができる各種光反応器に利用できるとともに、実用的には、例示の浄水装置を
はじめ、空気浄化装置，消臭装置，滅菌装置等の光反応器１を一部に備える各種装置に利
用できる。特に、浄水装置としては、医療用，航空機や船等の移動体用，災害用等の各種
用途に利用できる。
【符号の説明】
【００５７】
　１：光反応器，２：ガラス棒体，２ｐ：ガラス棒体の一端面，２ｑ：ガラス棒体の他端
面，２ｆ：ガラス棒体の外周面，３…：光触媒層，５：ジャケット管，６…：キャピラリ
管，Ｌｅ：キャピラリ管の外径，Ｌａ：処理通路の内径，Ｌｉ：ジャケット管の内径，Ｗ
：被処理液，Ｒｍ…：処理通路，Ｒｍｉ：流入口，Ｒｍｅ：流出口，Ｒｃ：導光路，Ｒｓ
…：隙間，Ｃ：光，Ｍ：浄水装置，Ｅｃ：光触媒用溶液
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